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縄
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1
3
章

P
6
0
0

2
3
行

・
・
国

及
び

関
係

市
町

村
・
・
国

及
び

関
係

市
町

村
、

地
権

者
等

跡
地

利
用

推
進

法
が

掲
げ

る
基

本
理

念
の

1
つ

(第
3
条

第
3
項

）
に

、
”
当

該
土

地
の

返
還

を
受

け
た

所
有

者
等

の
生

活
の

安
定

が
図

ら
れ

る
よ

う
必

要
な

配
慮

が
な

さ
れ

る
も

の
”
と

謳
わ

れ
て

い
る

と
お

り
、

所
有

者
（
地

権
者

）
等

の
合

意
形

成
は

跡
地

利
用

の
推

進
に

欠
か

せ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
連

携
の

対
象

を
国

及
び

関
係

市
町

村
に

留
め

ず
、

地
権

者
ま

で
拡

充
し

て
も

ら
い

た
い

。

2
3
章

P
6
0
1

3
3
行

・
・
国

及
び

関
係

市
町

村
・
・
国

及
び

関
係

市
町

村
、

地
権

者
等

同
上

3
4
章

P
6
6
8

2
2
行

・
・
国

及
び

関
係

市
町

村
・
・
国

及
び

関
係

市
町

村
、

地
権

者
等

同
上

4
4
章

P
6
6
8

4
0
行

・
・
同

法
の

延
長

を
含

め
、

跡
地

利
用

推
進

上
必

要
と

な
る

制
度

や
施

策
等

を
国

に
求

め
る

必
要

が
あ

る
。

【
修

正
文

案
を

検
討

中
】

現
行

法
要

望
時

の
未

達
成

課
題

等
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
沖

縄
県

に
は

、
制

度
や

施
策

の
単

純
延

長
で

は
な

く
、

少
な

く
と

も
制

度
を

拡
充

さ
せ

る
姿

勢
で

国
と

の
協

議
に

臨
ん

で
も

ら
い

た
い

。
国

に
制

度
や

施
策

等
を

求
め

て
い

く
際

、
そ

の
内

容
は

関
係

者
の

意
向

を
踏

ま
え

た
も

の
で

な
け

れ
ば

制
度

や
施

策
と

し
て

不
十

分
な

も
の

と
な

っ
て

し
ま

う
。

そ
の

た
め

、
関

係
者

の
意

向
を

踏
ま

え
た

取
り

組
み

を
行

え
る

よ
う
、

課
題

と
し

て
明

記
し

て
も

ら
い

た
い

。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
修

正
】

・
関

係
者

の
意

向
を

踏
ま

え
る

こ
と

に
つ

い
て

追
記

す
る ・
法

制
度

の
拡

充
も

見
据

え
取

り
組

む
こ

と
が

明
確

に
な

る
よ

う
修

文
す

る

意
　

見
　

書
　

様
　

式
　

（
　

修
　

正
　

文
　

案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。
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修
　

正
　

文
　

案
　

用
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審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

5
4
章

P
6
6
9

8
行

　
特

定
給

付
金

の
支

給
に

つ
い

て
は

、
土

地
の

使
用

収
益

が
可

能
と

見
込

ま
れ

る
時

期
を

勘
案

し
て

、
政

令
に

お
い

て
支

給
の

限
度

と
な

る
期

間
を

定
め

る
こ

と
か

ら
、

地
権

者
が

不
利

益
を

被
る

こ
と

が
な

い
よ

う
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。

　
給

付
金

及
び

特
定

給
付

金
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

 土
地

の
使

用
収

益
 が

可
能

と
見

込
ま

れ
る

時
期

を
勘

案
 し

て
、

政
令

に
お

い
て

支
給

の
限

度
と

 な
る

期
間

を
定

め
る

こ
と

か
ら

、
関

係
者

の
意

向
を

踏
ま

え
つ

つ
、

地
権

者
が

不
利

益
を

被
る

こ
と

が
な

い
よ

う
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。

現
行

法
で

は
、

一
の

所
有

者
（
市

町
村

有
地

も
含

む
）
に

対
す

る
給

付
金

（
属

人
的

）
支

給
が

規
定

さ
れ

て
お

り
、

土
地

に
対

す
る

給
付

金
（
属

地
的

）
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

一
の

地
権

者
が

所
有

す
る

2
つ

以
上

の
土

地
が

期
間

を
分

け
て

返
還

さ
れ

た
場

合
、

先
の

返
還

地
の

使
用

収
益

に
時

間
が

か
か

っ
た

等
の

理
由

か
ら

、
一

年
間

の
支

給
額

（
１

千
万

円
）
に

該
当

す
る

可
能

性
以

外
に

も
支

給
総

額
の

3
千

万
円

の
限

度
額

に
該

当
し

、
給

付
金

が
支

給
さ

れ
な

く
な

る
可

能
性

な
ど

も
懸

念
さ

れ
る

。
同

法
の

第
1
0
条

に
謳

わ
れ

て
い

る
「
駐

留
軍

用
地

の
返

還
に

伴
う
駐

留
軍

用
地

跡
地

の
所

有
者

等
の

負
担

の
軽

減
」
を

図
る

と
い

う
目

的
に

則
り

、
地

権
者

の
不

利
益

を
生

じ
さ

せ
な

い
よ

う
、

支
給

限
度

額
の

撤
廃

に
向

け
、

新
法

制
定

（
改

正
）
に

向
け

た
沖

縄
県

に
よ

る
取

り
組

み
を

明
記

し
て

も
ら

い
た

い
。

6
3
章

P
2
3
0

1
6
行

【
図

表
2
-
2
-
2
-
1
0
-
4
】
既

返
還

駐
留

軍
用

地
跡

地
に

お
け

る
「
活

動
に

よ
る

直
接

経
済

効
果

」

【
修

正
文

案
を

検
討

中
】

返
還

前
と

返
還

後
の

倍
率

を
示

す
に

あ
た

り
、

分
母

と
分

子
が

比
較

可
能

な
も

の
か

、
算

出
方

法
等

に
つ

い
て

確
認

が
必

要
で

は
な

い
か

。
ま

た
、

合
計

欄
の

数
値

は
各

地
区

の
単

純
合

計
と

な
っ

て
い

る
が

、
単

純
合

計
で

よ
い

か
確

認
が

必
要

で
は

な
い

か
。

備
考

で
算

出
方

法
等

を
記

載
し

た
方

が
よ

い
の

で
は

な
い

か
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
修

正
】

返
還

後
の

数
値

に
つ

い
て

は
、

調
査

時
点

に
お

け
る

直
近

の
各

統
計

資
料

か
ら

算
出

し
て

お
り

、
返

還
後

の
開

発
期

間
等

は
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

算
出

方
法

や
便

宜
上

単
純

合
計

し
て

い
る

こ
と

等
に

つ
い

て
は

、
図

表
に

備
考

を
付

け
て

補
足

す
る

。
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7
3
章

P
2
3
0

1
6
行

【
図

表
2
-
2
-
2
-
1
0
-
4
】
既

返
還

駐
留

軍
用

地
跡

地
に

お
け

る
「
活

動
に

よ
る

直
接

経
済

効
果

」

－
返

還
後

の
直

接
経

済
効

果
に

つ
い

て
、

開
発

時
点

の
基

準
は

い
つ

か
。

8
3
章

P
2
3
0

1
6
行

【
図

表
2
-
2
-
2
-
1
0
-
4
】
既

返
還

駐
留

軍
用

地
跡

地
に

お
け

る
「
活

動
に

よ
る

直
接

経
済

効
果

」

【
修

正
文

案
を

検
討

中
】

返
還

に
伴

い
、

跡
地

開
発

で
は

プ
ラ

ス
面

だ
け

で
は

な
く
、

汚
染

の
除

去
な

ど
損

失
と

し
て

捉
え

る
面

も
あ

る
か

と
思

う
が

、
そ

の
内

容
も

記
載

す
べ

き
で

は
な

い
か

。

9
3
章

P
2
3
0

1
6
行

【
図

表
2
-
2
-
2
-
1
0
-
4
】
既

返
還

駐
留

軍
用

地
跡

地
に

お
け

る
「
活

動
に

よ
る

直
接

経
済

効
果

」

－
整

備
費

に
つ

い
て

、
県

内
へ

の
ベ

ネ
フ

ィ
ッ
ト

と
県

外
へ

の
ベ

ネ
フ

ィ
ッ
ト

と
区

別
さ

れ
て

い
る

の
か

。

1
0

※
跡

地
利

用
の

経
済

効
果

に
つ

い
て

－
新

し
い

商
業

施
設

が
で

き
る

と
別

の
商

業
施

設
か

ら
の

客
が

流
れ

、
客

の
奪

い
合

い
に

な
っ

て
し

ま
う
。

県
全

体
と

し
て

経
済

効
果

が
あ

っ
た

か
を

検
証

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
は

な
い

か
。

1
1

3
章

P
6
0
3

3
7
行

【
表

3
-
3
-
1
3
-
1
】
税

制
優

遇
措

置
の

活
用

実
績

－
租

税
特

別
措

置
の

活
用

実
績

（
推

計
値

）
の

算
出

方
法

に
つ

い
て

、
示

し
て

ほ
し

い
。

【
回

答
】

・
返

還
後

の
数

値
に

つ
い

て
は

、
調

査
時

点
に

お
け

る
直

近
の

各
統

計
資

料
か

ら
算

出
し

て
お

り
、

返
還

後
の

開
発

期
間

等
は

考
慮

さ
れ

て
い

な
い

・
ま

た
、

統
計

資
料

の
調

査
時

点
に

つ
い

て
も

、
種

別
に

よ
り

H
1
9
～

H
2
5
ま

で
と

異
な

っ
て

い
る

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
修
正
】

「
（
課
題
）
」
の
最
初
の
段
落
（
P
2
3
0
）
で
、
返
還
後

に
支
障
除
去
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
追
記
す
る
。

【
回
答
】

整
備
費
に
つ
い
て
は
、
別
途
「
整
備
に
よ
る
直
接

経
済
効
果
」
と
し
て
算
出
し
て
い
る
が
、
県
外
へ
の

移
出
な
ど
に
つ
い
て
、
本
調
査
で
は
考
慮
さ
れ
て

い
な
い
。

【
回
答
】

今
後
返
還
予
定
の
駐
留
軍
用
地
の
跡
地
利
用
に

伴
う
経
済
効
果
に
つ
い
て
は
、
広
域
構
想
に
基
づ

き
試
算
さ
れ
て
お
り
、
周
辺
市
街
地
へ
の
影
響
に

つ
い
て
は
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
個
々
の
跡
地
利
用
が
県
全

体
に
及
ぼ
す
経
済
効
果
の
測
定
は
困
難
で
あ
る

が
、
県
全
体
と
し
て
県
内
総
生
産
、
失
業
率
等
の

経
済
指
標
は
改
善
し
て
い
る
。

【
回
答
】

「
適
用
額
」
に
つ
い
て
は
、
土
地
１
筆
ご
と
に
控
除

適
用
対
象
と
な
る
額
を
算
出
し
て
積
み
上
げ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
が
、
控
除
申
告
を
行
っ
た
実
数

が
把
握
で
き
な
い
た
め
、
「
推
計
」
と
し
て
い
る
。

質
問

質
問

質
問

質
問
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1
2

3
章

P
6
0
5

※
土

地
の

先
行

取
得

に
つ

い
て

・
・
引

き
続

き
、

関
係

市
町

村
と

連
携

の
も

と
、

土
地

の
先

行
取

得
に

取
り

組
む

・
・

「
市

町
村

と
の

連
携

」
を

追
記

し
て

は
ど

う
か

。

1
3

2
章

P
3
0
9

3
7
行

沖
縄

県
の

調
査

に
よ

る
と

事
業

所
が

把
握

し
て

い
る

離
職

の
理

由
（
複

数
選

択
）
と

し
て

、
体

調
不

良
、

出
産

、
育

児
、

介
護

を
理

由
と

す
る

も
の

が
3
9
.5

％
、

給
与

、
人

間
関

係
、

組
織

風
土

な
ど

職
場

環
境

に
よ

る
も

の
が

3
2
.3

％
を

占
め

て
い

る
。

【
修

正
文

案
を

検
討

】
離

職
の

理
由

の
4
7
.8

%
は

他
に

つ
き

た
い

仕
事

が
あ

る
と

な
っ

て
い

る
の

に
(【

図
表

2
-
3
-
3
7
】
)、

そ
こ

に
記

載
が

な
い

の
は

な
ぜ

か
。

職
場

環
境

作
り

も
重

要
だ

が
、

学
生

時
代

か
ら

の
キ

ャ
リ
ア

教
育

の
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

。

1
4

3
章

P
3
2
1

1
行

【
図

表
2
-
3
-
4
6
】
労

働
生

産
性

の
推

移
（
県

民
経

済
計

算
）

－
労

働
生

産
性

の
算

出
の

仕
方

に
つ

い
て

、
労

働
時

間
も

加
味

し
た

計
算

方
法

に
し

て
は

ど
う
か

。

1
5

3
章

P
3
2
4

2
7
行

・
・
県

民
が

経
済

成
長

と
暮

ら
し

の
豊

か
さ

を
実

感
で

き
る

社
会

の
実

現
は

道
半

ば
で

あ
る

。

－
「
道

半
ば

」
と

い
う
表

現
に

つ
い

て
、

あ
ま

り
達

成
さ

れ
て

い
な

い
よ

う
な

印
象

を
受

け
る

の
で

、
検

討
し

て
は

ど
う
か

。

1
6

3
章

P
3
1
0

5
行

【
図

表
2
-
3
-
3
7
】
離

職
の

理
由

【
修

正
文

案
を

検
討

】
複

数
回

答
に

な
っ

て
い

る
か

と
思

う
の

で
、

「
複

数
回

答
可

」
と

追
記

し
て

は
ど

う
か

。

【
原
文
の
と
お
り
】

労
働
生
産
性
に
つ
い
て
は
全
国
や
過
去
と
の
比

較
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
か
ら
、
名
目
県
内
総
生

産
を
就
業
者
数
で
除
し
て
算
出
し
て
い
る
。
今
後
、

労
働
生
産
性
向
上
に
向
け
た
施
策
を
検
討
す
る

際
に
は
、
労
働
時
間
も
加
味
し
た
デ
ー
タ
も
参
考

し
て
い
き
た
い
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
文

案
に

「
他

に
就

き
た

い
仕

事
が

あ
る

」
と

い
う
理

由
が

最
も

多
い

旨
の

文
言

を
追

記
す

る
。

【
原
文
の
と
お
り
】

こ
れ
ま
で
の
沖
縄
振
興
の
取
組
に
よ
り
社
会
資
本

の
整
備
は
進
み
、
経
済
も
大
き
く
発
展
し
た
も
の

の
、
一
人
当
た
り
県
民
所
得
は
依
然
と
し
て
全
国

最
下
位
の
状
況
に
あ
り
、
子
ど
も
の
貧
困
を
は
じ

め
本
土
と
の
格
差
が
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
こ
と

か
ら
、
県
で
は
様
々
な
機
会
で
「
道
半
ば
」
と
い
う

表
現
を
使
っ
て
お
り
、
総
点
検
に
お
い
て
も
当
該

表
現
を
踏
襲
し
て
い
る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
修

正
】

図
表

の
下

に
複

数
回

答
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

わ
か

る
よ

う
注

釈
を

追
記

す
る

。
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２
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縄
２
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縄
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検
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文
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理
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等
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案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

1
7

3
章

P
4
1
1

3
7
行

こ
れ

ら
の

取
り

組
み

な
ど

に
よ

り
、

交
通

事
故

死
者

数
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
9

年
に

4
4
人

と
基

準
値

よ
り

前
進

し
て

い
る

が
、
近
年
、
高
齢
者
や
二
輪
車
事

故
等
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
目
標

値
の
達
成
に
向
け
て
一
層
の
施
策

推
進
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ

ら
の

取
組

な
ど

に
よ

り
、

交
通

事
故

死
者

数
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
0
年

に
3
8
人

と
基

準
値

か
ら

７
名

減
少

し
、

進
展

し
て

い
る

が
、

近
年

、
高

齢
者

や
二

輪
車

事
故

等
が

増
加

傾
向

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

自
動

車
教

習
所

等
と

連
携

し
、

高
齢

運
転

者
等

に
対

す
る

安
全

運
転

サ
ポ

ー
ト

車
等

を
活

用
し

た
ド

ラ
イ

ビ
ン

グ
ス

ク
ー

ル
の

開
催

や
二

輪
車

事
故

防
止

対
策

を
推

進
す

る
な

ど
し

て
、

目
標

値
の

達
成

に
向

け
た

一
層

の
施

策
推

進
が

必
要

で
あ

る
。

基
準

値
は

4
5
人

。
1
人

の
減

少
で

前
進

し
て

い
る

と
は

言
え

な
い

の
で

は
な

い
か

。
「
横

ば
い

」
と

し
て

は
ど

う
か

。

1
8

3
章

P
4
1
1

3
7
行

同
上

同
上

高
齢

者
に

よ
る

交
通

事
故

が
増

加
傾

向
に

あ
る

と
記

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ま

で
高

齢
者

を
対

象
と

し
て

交
通

安
全

対
策

と
し

て
取

り
組

ん
だ

も
の

が
あ

れ
ば

記
述

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
近

年
、

高
齢

者
ド

ラ
イ

バ
ー

に
よ

る
事

故
が

増
え

社
会

問
題

と
な

っ
て

い
る

が
、

今
後

、
後

期
高

齢
者

が
増

え
認

知
機

能
や

判
断

力
が

低
下

す
る

高
齢

ド
ラ

イ
バ

ー
が

増
え

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
。

一
方

で
移

動
手

段
と

し
て

自
家

用
車

を
使

用
し

て
い

る
状

況
な

の
で

運
転

が
出

来
な

く
な

る
と

日
常

生
活

に
心

身
と

も
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
。

そ
の

た
め

、
高

齢
者

を
対

象
と

し
た

交
通

安
全

対
策

は
重

要
な

課
題

と
考

え
る

。
例

え
ば

、
高

齢
者

運
転

免
許

自
主

返
納

ｻ
ﾎ

ﾟｰ
ﾄ事

業
な

ど

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。
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（
別
紙
２
－
２
）

（
沖

縄
２

１
世

紀
ビ

ジ
ョ

ン
基

本
計

画
（

沖
縄

振
興

計
画

）
等

総
点

検
報

告
書

（
素

案
）

に
対

す
る

意
見

）

総
　

合
　

部
　

会

番 号
章

頁
行

報
 
告

 
書

 
（

 
素

 
案

 
）

本
 
文

意
 
見

 
（

 
修

 
正

 
文

 
案

 
等

 
）

理
　

　
　

由
　

　
　

等

意
　

見
　

書
　

様
　

式
　

（
　

修
　

正
　

文
　

案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

1
9

3
章

P
4
1
1

3
7
行

同
上

同
上

車
社

会
の

沖
縄

に
あ

っ
て

、
後

期
高

齢
者

や
認

知
症

高
齢

者
の

増
加

な
ど

高
齢

者
ド

ラ
イ

バ
ー

に
よ

る
事

故
防

止
は

今
後

の
交

通
安

全
対

策
の

主
要

な
課

題
と

考
え

る
の

で
課

題
及

び
対

策
に

追
記

す
る

こ
と

を
提

案
し

た
い

。

2
0

3
章

P
4
1
1

3
7
行

同
上

同
上

【
総

合
部

会
意

見
】

①
現

状
値

を
最

新
値

に
更

新
す

る
。

③
成

果
の

達
成

状
況

の
判

断
基

準
を

統
一

し
た

上
で

、
適

切
な

表
現

を
用

い
る

。

2
1

3
章

P
4
1
1

3
3
行

交
通

安
全

対
策

の
推

進
に

つ
い

て
は

、
飲

酒
運

転
の

取
締

ま
り

体
制

の
強

化
と

各
季

の
交

通
安

全
運

動
や

飲
酒

運
転

根
絶

県
民

大
会

、
高

校
生

に
よ

る
飲

酒
運

転
根

絶
メ

ッ
セ

ー
ジ

の
ラ

ジ
オ

C
M

、
交

通
信

号
機

の
集

中
制

御
化

、
事

故
危

険
箇

所
の

指
定

・
登

録
及

び
滑

り
止

め
舗

装
整

備
等

の
各

種
交

通
事

故
抑

制
対

策
を

推
進

し
た

。

交
通

安
全

対
策

の
推

進
に

つ
い

て
は

、
飲

酒
運

転
の

取
締

ま
り

体
制

の
強

化
と

各
季

の
交

通
安

全
運

動
や

飲
酒

運
転

根
絶

県
民

大
会

、
高

校
生

に
よ

る
飲

酒
運

転
根

絶
メ

ッ
セ

ー
ジ

の
ラ

ジ
オ

C
M

、
交

通
信

号
機

の
集

中
制

御
化

、
事

故
危

険
箇

所
の

指
定

・
登

録
及

び
滑

り
止

め
舗

装
整

備
等

の
ほ

か
、

運
転

マ
ナ

ー
の

向
上

に
向

け
た

交
通

安
全

教
育

を
推

進
す

る
な

ど
、

各
種

交
通

事
故

抑
制

対
策

を
推

進
し

た
。

素
案

で
は

ハ
ー

ド
面

の
記

載
と

な
っ

て
お

り
、

ソ
フ

ト
の

面
で

の
記

載
も

加
え

た
方

が
い

い
の

で
は

な
い

か
。

社
会

全
体

で
受

け
止

め
る

啓
発

活
動

の
内

容
を

加
え

る
こ

と
が

必
要

で
は

な
い

か
。

2
2

2
章

P
1
1
7

※
米

軍
基

地
以

外
の

犯
罪

に
つ

い
て

【
P

4
1
1
、

９
行

目
に

追
記

す
る

。
】

沖
縄

で
の

特
殊

詐
欺

、
高

齢
者

ド
ラ

イ
バ

ー
に

よ
る

交
通

事
故

、
児

童
虐

待
の

件
数

等
に

つ
い

て
、

記
載

し
た

方
が

よ
い

の
で

は
な

い
か

。
次

の
振

計
に

課
題

と
し

て
あ

げ
る

た
め

。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委

員
意

見
を

踏
ま

え
該

当
箇

所
を

修
正

】
左

案
の

と
お

り
修

正
す

る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

児
童
虐
待
件
数
に
つ
い
て
は
、
P
7
6
【
図
表
2
-
2
-

1
-
4
-
1
1
】
で
記
載
し
て
い
る
。

特
殊
詐
欺
（
振
り
込
め
詐
欺
）
認
知
件
数
及
び
被
害
額

被
害
額
単
位
：千
円

平
成
2
6
年
平
成
2
7
年
平
成
2
8
年
平
成
2
9
年
平
成
3
0
年

件
数

1
3

2
9

2
9

2
6

2
5

被
害
額

1
9
,4
7
7

4
1
,6
0
1

3
3
,0
1
5

7
2
,5
5
9

1
9
,9
6
5

出
典
：
沖
縄
県
警
察
本
部
刑
事
部
捜
査
第
二
課
作
成
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（
案

）

2
3

3
章

P
4
1
1

4
0
行

※
交

通
安

全
対

策
に

つ
い

て
な

お
、

平
成

3
0
年

中
の

二
輪

車
運

転
者

に
係

る
人

身
事

故
件

数
は

1
,0

3
0

件
、

二
輪

車
運

転
者

に
係

る
交

通
違

反
件

数
は

1
2
,4

2
0
件

で
あ

り
、

そ
の

ほ
か

、
携

帯
電

話
使

用
を

原
因

と
し

て
発

生
し

た
人

身
事

故
件

数
は

2
3
件

、
レ

ン
タ

カ
ー

運
転

者
に

係
る

人
身

事
故

件
数

は
3
4
8
件

で
あ

っ
た

。

「
な

が
ら

運
転

」
も

記
載

し
て

は
ど

う
か

。
ス

マ
ホ

、
携

帯
が

ら
み

の
事

故
が

全
国

的
に

増
え

て
き

て
い

る
た

め
。

2
4

3
章

P
4
1
1

4
0
行

※
交

通
安

全
対

策
に

つ
い

て
同

上
バ

イ
ク

、
ス

ク
ー

タ
ー

の
運

転
マ

ナ
ー

に
つ

い
て

、
記

載
し

て
は

ど
う
か

。

2
5

3
章

P
4
1
1

4
0
行

※
交

通
安

全
対

策
に

つ
い

て
同

上
レ

ン
タ

カ
ー

に
よ

る
事

故
件

数
に

つ
い

て
、

記
載

し
て

は
ど

う
か

。

2
6

2
章

P
1
1
7

※
米

軍
基

地
以

外
の

犯
罪

に
つ

い
て

【
P

4
1
1
、

4
0
行

目
に

追
記

す
る

。
】

沖
縄

で
の

特
殊

詐
欺

、
高

齢
者

ド
ラ

イ
バ

ー
に

よ
る

交
通

事
故

、
児

童
虐

待
の

件
数

等
に

つ
い

て
、

記
載

し
た

方
が

よ
い

の
で

は
な

い
か

。
次

の
振

計
に

課
題

と
し

て
あ

げ
る

た
め

。

2
7

3
章

P
4
1
0

※
県

民
意

識
調

査
の

数
値

に
つ

い
て

※
項

目
ご

と
に

注
釈

を
入

れ
る

県
民

意
識

調
査

の
ど

の
数

値
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
の

か
わ

か
り

に
く
い

。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

児
童
虐
待
件
数
に
つ
い
て
は
、
P
7
6
【
図
表
2
-
2
-

1
-
4
-
1
1
】
で
記
載
し
て
い
る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

※
＜
目
標
と
す
る
す
が
た
の
状
況
＞
に
掲
載
の

数
値
は
、
沖
縄
県
民
意
識
調
査
の
回
答
項
目
「
非

常
に
満
た
さ
れ
て
い
る
」
「
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
て

い
る
」
の
合
計
の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

高
齢
者
運
転
関
連
事
故
発
生
件
数

平
成
2
6
年

平
成
2
7
年

平
成
2
8
年

平
成
2
9
年

平
成
3
0
年

6
,2
4
2

5
,6
2
1

5
,4
9
1

5
,1
6
8

4
,4
3
5

高
齢
者
運
転
関
連
事
故

1
,4
8
0

1
,4
6
4

1
,4
7
8

1
,4
2
5

1
,3
6
4

構
成
率

2
3
.7
%

2
6
.0
%

2
6
.9
%

2
7
.6
%

3
0
.8
%

出
典
：
沖
縄
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
作
成

全
人
身
事
故

7



　
　
（
別
紙
２
－
２
）

（
沖

縄
２

１
世

紀
ビ

ジ
ョ

ン
基

本
計

画
（

沖
縄

振
興

計
画

）
等

総
点

検
報

告
書

（
素

案
）

に
対

す
る

意
見

）

総
　

合
　

部
　

会

番 号
章

頁
行

報
 
告

 
書

 
（

 
素

 
案

 
）

本
 
文

意
 
見

 
（

 
修

 
正

 
文

 
案

 
等

 
）

理
　

　
　

由
　

　
　

等

意
　

見
　

書
　

様
　

式
　

（
　

修
　

正
　

文
　

案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

2
8

3
章

P
4
2
7

1
6
行

※
＜

目
標

と
す

る
す

が
た

の
状

況
＞

※
項

目
ご

と
に

注
釈

を
入

れ
る

目
標

と
す

る
す

が
た

と
県

民
意

識
調

査
の

調
査

項
目

を
リ
ン

ク
さ

せ
て

ほ
し

い
。

2
9

3
章

P
4
2
7

3
行

一
人

ひ
と

り
が

世
代

や
性

別
に

関
わ

り
な

く
、

お
互

い
に

支
え

合
い

、
地

域
づ

く
り

に
主

体
的

に
参

画
し

貢
献

で
き

る
活

気
に

満
ち

た
共

助
・
共

創
の

地
域

社
会

を
実

現
す

る
た

め
、

各
種

施
策

を
展

開
し

た
。

一
人

ひ
と

り
が

世
代

や
性

別
及

び
国

籍
等

に
関

わ
り

な
く
、

お
互

い
に

支
え

合
い

、
地

域
づ

く
り

に
主

体
的

に
参

画
し

貢
献

で
き

る
活

気
に

満
ち

た
共

助
・

共
創

の
地

域
社

会
を

実
現

す
る

た
め

、
各

種
施

策
を

展
開

し
た

。

世
代

・
性

別
間

以
外

に
も

、
国

籍
が

違
う
人

々
と

も
共

助
・
共

創
で

き
る

社
会

と
い

う
こ

と
を

記
載

し
て

は
ど

う
か

。

3
0

2
章

P
1
1
8

図
表

2
-
2
-

1
-
8
-
2

※
図

表
の

出
典

の
表

記
に

つ
い

て
※

（
例

）
出

典
：
沖

縄
県

○
○

部
○

○
課

作
成 出

典
：
沖

縄
県

○
○

部
「
○

○
（
統

計
資

料
等

の
名

称
）
」

図
表

全
般

に
つ

い
て

、
出

典
を

わ
か

り
や

す
く
し

て
ほ

し
い

。
（
資

料
名

、
該

当
箇

所
頁

等
）

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。
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（
別
紙
２
－
２
）

（
沖

縄
２

１
世

紀
ビ

ジ
ョ

ン
基

本
計

画
（

沖
縄

振
興

計
画

）
等

総
点

検
報

告
書

（
素

案
）

に
対

す
る

意
見

）

総
　

合
　

部
　

会

番 号
章

頁
行

報
 
告

 
書

 
（

 
素

 
案

 
）

本
 
文

意
 
見

 
（

 
修

 
正

 
文

 
案

 
等

 
）

理
　

　
　

由
　

　
　

等

意
　

見
　

書
　

様
　

式
　

（
　

修
　

正
　

文
　

案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

本
県

で
は

、
戦

中
及

び
米

軍
統

治
下

に
お

け
る

米
軍

に
よ

る
強

制
接

収
等

に
よ

る
基

地
建

設
や

、
本

土
の

お
け

る
米

軍
基

地
の

整
理

・
縮

小
の

流
れ

を
受

け
た

本
土

か
ら

沖
縄

へ
の

海
兵

隊
移

転
等

に
よ

り
、

広
大

な
米

軍
基

地
が

形
成

さ
れ

た
。

1
9
5
0
年

代
、

1
9
7
0
年

代
な

ど
移

転
さ

れ
て

き
た

節
目

の
年

代
が

あ
る

の
で

、
そ

の
内

容
を

記
載

し
て

は
ど

う
か

。

3
1

 本
県

で
は

、
戦

中
及

び
米

軍
統

治
下

 に
お

け
る

米
軍

に
よ

る
強

制
接

収
等

に
 よ

る
基

地
建

設
や

、
本

土
の

お
け

る
米

 軍
基

地
の

整
理

・
縮

小
の

流
れ

を
受

 け
た

本
土

か
ら

沖
縄

へ
の

海
兵

隊
移

 転
等

に
よ

り
、

去
る

沖
縄

戦
に

お
い

て
激

し
い

戦
闘

の
末

、
沖

縄
を

占
領

し
た

米
軍

は
、

住
民

を
収

容
所

に
強

制
隔

離
し

、
土

地
の

強
制

接
収

を
行

い
、

次
々

と
新

し
い

基
地

を
建

設
し

て
い

っ
た

。
戦

後
の

米
軍

統
治

下
に

お
い

て
も

、
1
9
5
0
年

の
朝

鮮
戦

争
の

勃
発

な
ど

極
東

に
お

け
る

国
際

情
勢

の
変

化
に

伴
い

新
し

い
基

地
が

必
要

に
な

る
と

、
「
銃

剣
と

ブ
ル

ド
ー

ザ
ー

」
で

住
民

を
追

い
出

し
、

新
た

な
基

地
を

造
っ

て
い

っ
た

。
日

本
本

土
に

お
い

て
は

、
事

件
・
事

故
等

を
背

景
と

し
た

米
軍

基
地

に
反

対
す

る
住

民
運

動
が

各
地

で
起

き
た

結
果

、
米

軍
基

地
の

整
理

縮
小

が
実

施
さ

れ
、

沖
縄

へ
の

海
兵

隊
の

移
駐

が
進

み
、

そ
れ

が
今

日
の

沖
縄

の
海

兵
隊

を
形

成
し

た
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う
な

経
緯

か
ら

沖
縄

県
に

は
広

大
な

米
軍

基
地

が
形

成
さ

れ
た

。

2
章

P
1
1
6

2
3
行

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。
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（
別
紙
２
－
２
）

（
沖

縄
２

１
世

紀
ビ

ジ
ョ

ン
基

本
計

画
（

沖
縄

振
興

計
画

）
等

総
点

検
報

告
書

（
素

案
）

に
対

す
る

意
見

）

総
　

合
　

部
　

会

番 号
章

頁
行

報
 
告

 
書

 
（

 
素

 
案

 
）

本
 
文

意
 
見

 
（

 
修

 
正

 
文

 
案

 
等

 
）

理
　

　
　

由
　

　
　

等

意
　

見
　

書
　

様
　

式
　

（
　

修
　

正
　

文
　

案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

3
2

2
章

P
1
1
6

2
6
行

平
成

3
0
年

３
月

現
在

、
国

土
面

積
の

0
.6

％
に

す
ぎ

な
い

本
県

に
、

全
国

に
所

在
す

る
米

軍
専

用
施

設
・
区

域
面

積
の

7
0
.3

％
が

集
中

し
て

お
り

、
米

軍
演

習
等

に
関

連
す

る
航

空
機

の
墜

落
事

故
、

実
弾

演
習

等
に

よ
る

原
野

火
災

や
流

弾
事

故
、

米
軍

人
等

に
よ

る
犯

罪
や

交
通

事
故

な
ど

の
問

題
が

発
生

し
て

い
る

。

1
9
7
2
年

の
本

土
復

帰
後

も
、

沖
縄

に
は

多
く
の

米
軍

基
地

が
日

米
安

全
保

障
条

約
に

基
づ

く
提

供
施

設
・
区

域
と

し
て

引
き

継
が

れ
、

平
成

3
0
年

３
月

現
在

、
国

土
面

積
の

0
.6

％
に

す
ぎ

な
い

本
県

に
、

全
国

に
所

在
す

る
米

軍
専

用
施

設
・
区

域
面

積
の

7
0
.3

％
が

集
中

し
て

い
る

。
米

軍
演

習
等

に
関

連
す

る
航

空
機

 の
 墜

落
事

故
は

、
復

帰
後

、
平

成
3
0
年

1
2
月

末
現

在
で

7
8
6
件

（
う
ち

墜
落

4
9

件
）
発

生
し

、
近

年
に

お
い

て
も

、
平

成
2
8
年

1
2
月

の
名

護
市

安
部

沿
岸

へ
の

M
V

-
2
2
オ

ス
プ

レ
イ

の
墜

落
事

故
、

平
成

2
9
年

1
0
月

の
東

村
高

江
で

の
C

H
-
5
3
E
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
の

不
時

着
炎

上
事

故
、

平
成

2
9
年

1
2
月

の
普

天
間

第
二

小
学

校
へ

の
C

H
-
5
3
E
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
の

窓
枠

の
落

下
な

ど
が

発
生

し
て

い
る

ほ
か

、
実

弾
演

習
等

に
よ

る
原

野
火

災
、

流
弾

事
故

、
米

軍
構

成
員

等
に

よ
る

犯
罪

や
交

通
事

故
な

ど
の

問
題

が
発

生
し

て
い

る
。

説
得

性
を

持
た

せ
る

た
め

、
過

去
８

年
の

間
に

お
け

る
事

故
の

具
体

的
な

件
数

及
び

内
容

等
を

記
載

し
て

は
ど

う
か

。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

1
0



　
　
（
別
紙
２
－
２
）

（
沖

縄
２

１
世

紀
ビ

ジ
ョ

ン
基

本
計

画
（

沖
縄

振
興

計
画

）
等

総
点

検
報

告
書

（
素

案
）

に
対

す
る

意
見

）

総
　

合
　

部
　

会

番 号
章

頁
行

報
 
告

 
書

 
（

 
素

 
案

 
）

本
 
文

意
 
見

 
（

 
修

 
正

 
文

 
案

 
等

 
）

理
　

　
　

由
　

　
　

等

意
　

見
　

書
　

様
　

式
　

（
　

修
　

正
　

文
　

案
　

用
　

）

審
　

議
　

結
　

果
　

（
案

）

3
3

2
章

P
1
1
9

1
9
行

・
・
嘉

手
納

飛
行

場
よ

り
南

の
施

設
・

区
域

の
返

還
が

確
実

に
実

施
さ

れ
る

よ
う
・
・
・

【
P

1
1
6
、

3
7
行

目
に

追
記

す
る

】
本

県
に

お
け

る
米

軍
基

地
の

整
理

縮
小

に
つ

い
て

は
、

S
A

C
O

合
意

の
内

容
と

は
異

な
る

現
在

の
辺

野
古

新
基

地
建

設
を

除
き

、
既

に
日

米
両

政
府

で
合

意
さ

れ
た

S
A

C
O

最
終

報
告

及
び

再
編

に
基

づ
く
統

合
計

画
で

示
さ

れ
た

基
地

の
整

理
縮

小
、

並
び

に
在

沖
海

兵
隊

約
９

千
人

の
グ

ア
ム

を
含

む
国

外
移

転
を

確
実

に
実

施
す

る
こ

と
が

重
要

と
考

え
、

日
米

両
政

府
に

対
し

強
く
求

め
て

い
る

。

P
1
1
9
の

（
課

題
）
の

と
こ

ろ
に

急
に

嘉
手

納
以

南
の

内
容

が
出

て
く
る

の
で

、
P

1
1
6
の

（
現

状
）
で

記
載

し
て

は
ど

う
か

。

3
4

※
県

外
か

ら
の

基
地

移
転

に
つ

い
て

－
機

能
移

転
だ

け
で

は
な

く
、

面
積

も
増

え
て

い
る

の
か

。

【
委
員
意
見
を
踏
ま
え
該
当
箇
所
を
修
正
】

左
案
の
と
お
り
修
正
す
る
。

1
9
5
0
年
代
に
は
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
な
ど
国
際

情
勢
変
化
に
よ
り
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
な
ど
新

た
な
基
地
が
建
設
さ
れ
、
日
本
本
土
に
駐
留
し
て

い
た
海
兵
隊
が
沖
縄
に
移
転
し
て
き
た
も
の
と
認

識
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
米
軍
基
地
面
積
の

推
移
に
関
す
る
資
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

質
問

1
1


